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１　航空事故調査の経過

１．１　航空事故の概要

株式会社アルペン所属アエロスパシアル式ＡＳ３５０Ｂ２型ＪＡ６１３１（回転翼 

航空機）は、平成６年４月２日、社内飛行のため岐阜県瑞浪市釜戸町の駐車場に設け 

られた場外離着陸場を離陸しようとした際、１３時２５分ごろ、右スキッド後方が車 

輪止め縁石に接触し、バランスを失って接地し、横転した。

同機には、機長ほか２名が搭乗していたが、死傷者はなかった。

同機は大破したが、火災は発生しなかった。

１．２　航空事故調査の概要

1.2.1　調査組織

航空事故調査委員会は、平成６年４月３日、本事故の調査を担当する主管調査官 

を指名した。

1.2.2　調査の実施時期

平成６年４月３日～４日 現場調査



1.2.3　原因関係者からの意見聴取 

意見聴取を行った。

２　認定した事実

２．１　飛行の経過

ＪＡ６１３１は、平成６年４月２日、機長ほか同乗者２名が搭乗して、社内飛行の 

ため、愛知県名古屋市緑区の大高場外離着陸場を１１時ごろ離陸し、岐阜県瑞浪市釜 

戸町大洞のゴルフ場駐車場に設けられた場外離着陸場へ１１時３０分ごろ着陸した。

同機は、所用を終えた機長ほか往路と同じ同乗者２名が搭乗し、名古屋へ帰投する 

ため同場外離着陸場を１３時２５分ごろ離陸しようとした。

機長によれば、事故に至るまでの経過は、次のとおりであった。

搭乗前に外部点検を実施した際、機体は接地帯標識の中心からやや右側（南側） 

に寄って駐機しているのは確認したが車止めの縁石については気にならなかった。

１３時２０分ごろ外部点検等安全確認後エンジンを始動、離陸のためホバリン 

グに移行しようとした際、急に風を受けた感じで、機首を左に向けながら右に流 

され“ガン”という音とともに右後方にショックを受け、機体は大きく右（南側 

の谷方向へ）に傾いた。谷への転落の危険を感じ、サイクリック・スティックを左 

に操作したところ大きく左へ傾きメイン・ロータ・ブレードが地面と接触し、大 

きく前傾した。次ぎの瞬間、機体は右側前下部から接地し、跳ね上がった。危険 

を感じ「フュエル・コントロール・レバー」を「閉」にしている間に機体は左に 

旋回しながら落着し、右側を下に横転した。

風については方向は一定でないが、時折、強く吹いているのを感じた。

機体は、場外離着陸場の西側に機首を南西に向け、右側を下にして横転していた。

事故発生地点は岐阜県瑞浪市釜戸町２３８３－１のゴルフ場の駐車場に設けられ 

た場外離着陸場で、事故発生時刻は１３時２５分ごろであった。（付図１及び写真 

参照）

２．２　人の死亡、行方不明及び負傷

死傷者はなかった。

２．３　航空機の損壊に関する情報

2.3.1　損壊の程度

大破



2.3.2　航空機各部の損壊の状況

メイン・ロータ・ブレード 破損

降着装置 破損

胴体 変形

風防 破損

２．４　航空機以外の物件の損壊に関する情報

駐車中の乗用車２台の後方窓ガラスが、飛び散ったブレードの破片等により破損した。

２．５　乗組員に関する情報

機長 男性 ４５歳

自家用操縦士技能証明書（回転翼航空機） 第１５７４０号

平成２年９月１０日

限定事項 陸上単発タービン機 平成２年９月１０日

陸上多発タービン機 平成３年２月７日

自家用操縦士技能証明書（飛行機） 第１５７３２号

平成２年９月１０日

限定事項 陸上単発機 平成２年９月１０日

第二種航空身体検査証明書 第２５４７００５０号

有効期限 平成６年９月１１日

総飛行時間 ４７５時間０２分

（うち回転翼３１０時間０５分）

同型式機飛行時間 ２５１時間０６分

最近３０日間の飛行時間 ９時間１０分

２．６　航空機に関する情報

2.6.1　航空機

型式 アエロスパシアル式ＡＳ３５０Ｂ２型

製造番号 第２６０６号

製造年月日 平成５年１１月３日

耐空証明 第大－５－５９３号

有効期限 平成６年１２月２３日

総飛行時間 ４９時間４４分

定期点検（輸入新規、平成5年12月23日実施）後の飛行時間 ３９時間２２分



2.6.2　重量及び重心位置

事故当時、同機の重量は約４，３２０lb、重心位置は１３０．３inと推算され、い 

ずれも許容範囲（最大重量４，９６１lb、事故当時の重量に対応する重心範囲 

１２４．８～１３６．０in）内にあったものと推定される。

2.6.3　燃料及び潤滑油

燃料は航空燃料ジェットＡ－１、潤滑油はモービル・ジェットオイルⅡ（ＭＩＬ 

－Ｌ－２３６９９）で、いずれも規格品であった。

２．７　気象に関する情報

2.7.1　機長によれば、事故現場付近の気象は、次のとおりであった。

天気 晴れ、風向 西よりで変動、風速 ５～１０m/s、視程 １０km以上

2.7.2　事故現場の西南西約８kmに位置する瑞浪市消防本部の事故関連時間帯の観 

測値は、次のとおりであった。

13時00分 風向 西北西、風速 ７m/s、天気 晴れ、気温 １６℃ 

湿度 ５０％

14時00分 風向 西北西、風速 ６．５m/s、天気 晴れ、気温 １７℃ 

湿度 ４５％

２．８　事実を認定するための試験及び研究

2.8.1　現場調査

（１）　場外離着陸場の周辺は、北東方向が高く、南西方向に長く連なる丘陵地 

を段々状に整地したゴルフ場のクラブ・ハウス地区で、場外離着陸場は南 

側斜面の中腹に造成された、東西約９０ｍ、南北約２０ｍの駐車場の中に 

あり、標高は約３７０ｍであった。駐車場の北側はこれより約３ｍ高くな 

っていて、クラブ・ハウスがあり、南側が谷となっていて、北西風の時は、 

風向が変動し、吹き降ろしの風となり易い地形であった。

（２）　接地帯標識に最も近い車輪止め縁石の右上部約３cmから左下部約１０cm 

にかけて、概ね対角線状に長さ約３５cm、深さ約２mmの擦り傷が認められ 

た。

（３）　接地帯標識の中心から約３～４ｍの北側に、長さ約３７～５４cm、幅約 

５～１０cm、深さ約０．４～４cmのメイン・ロータ・ブレードの接触痕 

跡があり回転方向に３条の掻き傷が認められた。

（４）　接地帯標識の中心から約５．５ｍの東側に長さ約３０cm、幅約６cm、



深さ約０．４cmのえぐり取られた痕跡があり、この痕跡には同機の右スキッ 

ドの塗料が付着していた。また、近くで右スキッド先端部が回収されてい 

た。（付図１参照）

2.8.2　機体調査

（１）　胴体は胴体とテール・ブーム取り付け部の右側に歪みが認められた。

右側面が横転により変形し、右前方下部風防が破損していた。

（２）　降着装置の後方クロスチューブと右スキッド接合部のスクリュウ頭部に 

縁石と接触した痕跡が認められた。

右スキッドは、前方クロス・チューブとの接合部位から先が破断分離し、 

分離した部分が残骸として回収されていた。

残った右スキッドは、後方クロス・チューブとの接合部から約１０cm前 

方で上方に座屈変形していた。

（３）　メイン・ロータ・ブレードは、３本とも数箇所にわたって破損し、フォ 

ーム材やグラスファイバが飛び散っていた。

（４）　テール・ロータ部は、横転時に生じた赤側の先端ロック・プレート部の 

損傷及び赤側ブレードの擦り傷を除き異常は認められなかった。

（５）　エンジンは、排気口から目視点検を行ったところタービン・ブレードに 

損傷はなく、手回ししたところ滑らかに回転した。

（６）　操縦系統は、事故時の衝撃による破損を除いて異常は認められなかった。

２．９　その他必要な事項

2.9.1　当該場所は、ゴルフ場の駐車場を場外離着陸場として申請し、許可を受けて 

いるが、接地帯標識は、離着陸地帯の中心に標示されておらず、離着陸地帯の南側 

端に標示されたため、障害物である車止めの縁石に近い位置となった。

2.9.2　接地帯標識は半径約１．９ｍの円内にＨのマークを白ペイントで標示され 

ており、接地帯標識の中心から車輪止め縁石までの距離は約３ｍであった。

2.9.3　当該場外離着陸場には、風向風速を確認できる風向指示器等（吹き流し或い 

は旗）は設置されていなかった。

2.9.4　車輪止め縁石の形状は、コンクリート製で長さ約６０cm、幅約１８cm、高さ 

約２４cm（うち約１０cmが埋設固定）であった。



2.9.5　同機の事故直前の駐機位置は、接地帯標識の中心より約０．５ｍ縁石側に寄っ 

ており、右スキッド後方と縁石の間は約１．１ｍであった。

（付図１参照）

３　事実を認定した理由

３．１　解析

3.1.1　機長は、適法な航空従事者技能証明及び有効な航空身体検査証明を有してい 

た。

3.1.2　同機は、有効な耐空証明を有し、所定の整備及び点検が行われていた。

3.1.3　調査の結果から、同機は事故発生まで異常はなかったものと推定される。

3.1.4　事故当時の風は、2.7項及び2.8.1項で述べたように、現地では当時約１０～

２０ktの北西側からの吹きおろしの風があったものと推定され、同機は浮揚直後、 

やや後方気味の左横風を受けたものと推定される。

3.1.5　機長が機体の右後方で何かに当たった感じがしたのち機体が急激に右に傾い 

たと述べていること、前項で述べた風の状況並びに2.8.1項及び2.8.2項で述べた縁 

石の擦り傷と同機の右スキッド後方の接触痕から、浮揚直後、同機は風に流され、 

近くの車止め縁石と右スキッドが接触したものと推定される。

3.1.6　2.8.1項で述べた、接地帯標識の北側のメイン・ロータ・ブレードの地面 

との接触痕跡及び東側のスキッドの接地痕跡の位置並びに「サイクリック・スティッ 

クを左に操作したところ大きく左へ傾き」と機長が述べていることから機体が大き 

く左前に傾いたため、先ず、メイン・ロータ・ブレードが地面に当たって破損し、 

次いで機体右前方下面が地面に激しく接地して、右スキッドと風防右下面を破壊し 

たものと推定される。

さらに、この接地の反動で跳ね上げられ、さらに左に旋回しつつ落着したが、既 

に右スキッドを折損していたので右を下に横転したものと推定される 。

3.1.7　浮揚直後、風に流されたことは、機長の風に対する配慮が不足し、かつ、操 

作が適切でなかったことによるものと推定される。



４　原因

本事故は、同機が車止め縁石の近くから離陸したこと及び機長の風に対する配慮の 

不足と操作の不適切により、右スキッドを縁石に接触させ、バランスを失ったことに 

よるものと推定される。



付図１　事故現場見取図



付図２　アエロスパシアル式ＡＳ３５０Ｂ２型

三面図



写真　事故機


